
暴力団排除及び適正な労働条件の確保に関する誓約書 

 

姫路市暴力団排除条例（平成２４年姫路市条例第４９号。以下「条例」という。）を遵守し、暴力 

団を利することとならないよう措置を講じて暴力団排除に協力するため、また、姫路市が発注する業 

務に従事する労働者の適正な労働条件を確保するため、下記のとおり誓約します。 

 

記 

１ 暴力団排除に関すること 

⑴ 暴力団（条例第２条第１号に規定する「暴力団」をいう。）若しくは暴力団員（条例第２条第 

２号に規定する「暴力団員」をいう。）又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する 

者に該当しません。 

⑵ 契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせようとする場合にあっては、前項に該当する者 

をその受託者としません。 

⑶ 前二号に違反したときには、契約の解除、違約金の請求その他の姫路市長が行う一切の措置に 

ついて異議を述べません。 

⑷ 姫路市長がこの誓約書の写しを所轄の警察署長（以下「警察署長」という。）に提供すること、 

姫路市長が警察署長に第１号に関して意見照会すること及び警察署長から得た情報を姫路市の他 

の事務又は事業において暴力団を利することとならないように利用することについて同意します。 

 

２ 適正な労働条件の確保に関すること 

⑴ 姫路市から受注した業務に関わっている労働者に対し、別表に掲げる労働関係法令を遵守しま 

す。 

⑵ 契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせようとする場合にあっては、別表に掲げる労働 

関係法令の遵守を誓約したものを受託者とし、姫路市長の求めがあった場合は、その誓約状況を 

説明します。 

⑶ 受託者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受託者に対し、労働者の適正な 

労働条件を確保するために必要な措置を講じます。 

⑷ 契約の履行に係る業務において、最低賃金法第４条第１項の規定に違反したとして、検察官に 

送致されたときには、契約の解除、違約金の請求その他の姫路市長が行う一切の措置について異 

議を述べません。 

 

  

年   月   日 

（宛先）姫路市長 

                 所在地又は住所 

 法人名又は屋号 

 代表者職氏名 

 

注：受任者が有る場合も必ず代表者名を記入すること 



 

 

別表（誓約事項２⑴⑵関係） 

  

姫路市暴力団排除条例（平成２４年姫路市条例第４９号） 抜粋 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

⑴ 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下 

「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。 

⑵ 暴力団員 法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。 

⑶ 省略 

（市の事務及び事業における措置） 

第７条 市は、契約に係る事務その他すべての事務又は事業において、暴力団を利することとなら 

ないように、暴力団及び暴力団員並びにこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有する者 

を契約の相手方としない等の必要な措置を講ずるものとする。 

労働関係法令 

⑴ 労働基準法（昭和２２年法律第４９号） 

⑵ 労働組合法（昭和２４年法律第１７４号） 

⑶ 最低賃金法（昭和３４年法律第１３７号） 

⑷ 労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号） 

⑸ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和４７年法律第１ 

１３号） 

⑹ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和６０年法律 

第８８号） 

⑺ 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律（平成５年法律第７６号） 

⑻ 労働契約法（平成１９年法律第１２８号） 

⑼ 健康保険法（大正１１年法律第７０号） 

⑽ 厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号） 

⑾ 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号） 

⑿ 労働保険の保険料の徴取等に関する法律（昭和４４年法律第８４号） 


